
議案番号 議決月日 結　　果

議 案
第 6 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 7 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 8 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 9 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 10 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 11 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 12 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 13 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 14 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 15 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 16 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 17 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 18 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 19 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 20 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 21 号

R7.12.17 原 案 可 決

湧別町寿の家及び福祉の家条例の一部を改正する条例
の制定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

オホーツク町村公平委員会を共同設置する地方公共団
体の数の増加及びオホーツク町村公平委員会規約の変
更について

件　　　　　名

湧別町保育所条例の一部を改正する条例の制定につい
て

湧別町児童センター条例の一部を改正する条例の制定
について

令和７年度湧別町簡易水道事業会計補正予算

令和７年度湧別町下水道事業会計補正予算

令和７年第４回湧別町議会定例会（２日目）の会議結果



議案番号 議決月日 結　　果件　　　　　名

議 案
第 22 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 23 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 24 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 25 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 26 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 27 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 28 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 29 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 30 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 31 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 32 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 33 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 34 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 35 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 36 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 37 号

R7.12.17 原 案 可 決

議 案
第 38 号

R7.12.17 原 案 可 決

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

令和７年度湧別町介護保険特別会計補正予算

令和７年度湧別町水道事業会計補正予算

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

財産の処分について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

財産の処分について

湧別町公の施設に係る指定管理者の指定について

湧別町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関
する条例の一部を改正する条例の制定について

湧別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例の制定について

令和７年度湧別町一般会計補正予算



議案番号 議決月日 結　　果件　　　　　名

議 案
第 39 号

R7.12.17 原 案 可 決

承 認 R7.12.17 承 認

令和７年度湧別町下水道事業会計補正予算

閉会中の所管事務調査等の申出について
（各常任委員会及び議会運営委員会）

以下余白


